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会計 基準設 定 の米独比較
一 基準設定主体の位置づけをめぐる検討一

真 鍋 明 裕

1は じ め に

会計基準の国際的統一化に向けた動 きは,最 近ますます進展している。たと

えばEUは,域 内上場企業の連結財務諸表に国際会計基準の適用を義務付け

る方針を決定 しており,今 後,国 際会計基準の適用が飛躍的に広がることにな

るQ

このような国際会計基準の適用範開の拡大は,国 際的に活動する企業のディ

スクロージャーや資金調達活動に大 きな影響を与えると考えられる。そして,

こうした企業をかかえる国々には,国 際会計基準策定の場への意見発信や.国

内での基準適用を効果的に行う必要性か ら.従 来の会計規制制度の改変が迫 ら

れるところも出てきている。 ドイツにおいて,1998年 にドイッ会計基準委員会

(DeutschesRechnungslegungsStandardsCommittee,以 下,DRSCと 記す)

が設立され,プ ライベー ト・セクターの基準設定方式への移行がなされたこと

は.そ の代表的な一例 といえるであろう。

しか し,い ざ規制方式を変更 したとしても,そ れが有効に機能 しなければ意

味がない。新 しい規制方式の導入には,そ の有効性の確保が必要となるはずで

ある。本稿の目的は.国 ごとの基準設定主体の比較から,互 いの異同点を抜 き

出し,検 討することにより,規 制方式の変更のさいに考慮すべ き点を考察する

ことにある、.,

考察にあたっては,ド イッとアメリカの基準設定主体を対象としてとりあげ
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る。 タイプの異なるこの両国における基準設定主体を比較検討することにより
,

国ごとの会計規制のあり方の特徴が明らかとな り,基 準設定主体に与えられる

役割の違いを見ることができると思われる。

具体的な検討にさい しては,ま ず.各 基準設定主体 と,そ の上位機関11との

権限関係に注口したい。上位機関との関係によって,基 準設定主体の機能のし

かた,基 準設定への関わり方に違いがあらわれるが,こ れらの違いには基準設

定主体に与えられる.会 計規制システムの中での位置づけの違いが反映され,

そこには各国の規制制度づ くりのひとつの縮図を見ることができると考えられ

るからである。検討1;さ い しては,と くに法形式上の位置づげに着 目したい。

何らかの規則によって基準設定主体を位置づけるという行為の背後には,各 国

それぞれの意図が反映されると考えられるからである。

さらに,別 の角度からの考察 として,基 準設定主体が各国において正統性を

有 しているのかという観点か らの検討も行いたい。会計規制の方法には,各 国

の歴史や社会秩序のあり方が影響すると思われる。正統性の検討によ り,基 準

設定主体の位置づげに,た んに権限関係を見るだけではうかがい知ることので

きない,各 国の社会構造的要因がどのようにあらわれているかを明らかにでき

ると,慰われる。

かかる考察をつうじて,会 計基準の国際的統一化の動 きに対応 し,会 計規制

システムを整備拡充していくうえで考慮すべき一側面を明らかにできれば幸い

である。、

IIド イツおよびアメリカの基準設定主体の位置づけ

会計基準設定主体 とその上位機関との関係には,大 きく分けて,上 位機関中

心型と,設 定主体中心型とが考えられる、.上位機関中心型では,会 計基準への

効力の付与は上位機関が行う。会計基準の開発は,ト 位機関への助言として行

D基 準設定主体は,何 らかの形で権限 を付与ない し委譲 されてい る・本稿において・上位機 関と

は 各国基準 設定主体に基準設定権限 を委譲 している機関の ことをさり㌔
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われる。設定主体中心型では,会 計基準の設定から公表までを基準設定主体自

身が行う。基準設定主体の公表により,基 準は効力を持つ。このような2つ の

型としてみた場合.ド イッとアメリカの基準設定主体の位置づけはどのように

とらえられるであろうか。両者にはいかなる異同点があるのであろうか。以下

では,両 者の法律上の規定に注目し.検 討を行うことにしたい。

1基 準設定主体の法的位置づけ

ドイッでは,1998年 に企業領域 におげる統制および透明化に関する法律

(K。,、TraG)が 制定され,こ れによって商法典に第342条 が追加され,こ の条

項をもとにプライベー ト・セクターの基準設定主体であるDRSCが 設立され

た。DRSCの 設立を規定した商法典第342条 第1項 では,ド イッ連邦法務省が

DRSCに 権限を委譲することと,DRSCの 任務に関して規定がなされている。

さらに,1司条第2項 では,DRSCの 開発 した基準が法務省による公示を受け

れば,当 該基準 は ドイッにおいて正規の簿記の諸原則(GoB)に 従 った もの

と見なされるという規定がなされている。

DRSCと 法務省 との関係に注目すれば,商 法典第342条 では、DRSCは 基準

を作 りはするが,あ くまでそれは法務省にたいする勧告 としてなされること,

基準は法務省による公示をもってはじめてGoBと して認められることが規定

されていることか ら,DRSCの 基準設定は.基 準に対する効力の付与 という

点で法務省 とのかかわ りのもとになされることがわかる。また,DRSCと 法

務省 との間に交わされた協約(Standardisierungsvertrag)を みて も,法 務省

はDRSCを 独立 した基準設定組織 として認めなが らも,DRSCの 基準設定に

関与 していることがわかる、,

た とえば,法 務省は投票権は持たない ものの,DRSC内 で具体的な墓準の

検討作業を行 う基準設定審議会の会合に参加できる(第1条 第2項)。 また,

DRSCの 基準設定業務について期限を定めることができ(第3条 第1項),さ

らに基準がこの期限内に設定されないときは,法 務省自ら基準を設定すること
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もで き る(第3条 第3項)と され て い るの で あ る。 以一ヒか ら,ド イ ッに お い て

は,適 用 され る べ き基 準 の 内 容 を検 討 ,開 発 す る任 務 はDRSCに 与 え られ て

はいるが,位 置づけとしては法跨省の下部機関としての存在であ り
,基 準設定

に対する影響力行使の機会は最終的には法務省が有 していると考えられるじ,
。

アメリカでは,1933年 証券法,1934年 証券取引法の両法によってSECが 設

立され,SECに 会計規則設定権限が与えられることになった。 しかし,SEC

は自らは個々の基準設定は行わず.監 督業務に専念するとい う方式をとった。

SECの 発行 した会計連続通牒(AccoulltlngSeriesRelease ,以 下,ASRと 記

す)第4号 と第150号 により,プ ライベー ト・セクターの基準設定主体 つま

り現在ではFASBの 設定する某準がr実 質的に権威ある支持」を有するもの

として認められているのである。ただ し,SECは 白己の判断によって,SEC

自身の定める規則を採用することもで きるため31.SECは,ド イッにおける法

務省 と同様,会 計基準設定に影響力を及ぼす機会を有 している。

以上,み てきたように,ド イッにおいてもアメリカにおいても,民 間主体が

基準設定を行っているが,両 国ともに基準設定にたいする上位機関の影響力を

排除できない点は共通しているといえる.し かし,両 国間では,以 下に示すよ

うな違いがある。

ドイッではDRSCは あ くまで法務省に助言を行 う機関として位置づけられ

ている。基準の公示を行うのは法務省であ り,そ の基準を作る作業をDRSC

が担っているという形である。商法典第342条 第2項 の規定にもあるとお り,

法務省の公示によらなければ基準が発効 しないという点で ,ド イッの基準設定

には法務省が欠かせない偉割を果た している。このことから,ド イッの会計規

制は、上位機関中心型であるといえるであろう。

他方,ア メ リカでは,ASR第150号 によりFASBに 基準設定権限が与え

2)協 約 の内容や,同 様の指摘は古市[1999]に おいてなされている。
3ナSECは,他 のや り方のカが より有 用な情報 を提供で きると判 断 した と きには,SEC自 身の規

則 を採用す ることがで きる(MllleretaL[1994jp.21)、,
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第1図 ドイツ.ア メリカにおける基準設 定主体 の権 限関係

くドイツ>

権限委譲

(商法典第342条) 法 務 省

DRSC 基準 の開発.助 言

(商法典 第342条)
公表

基準の効力

会計基準

〈ア メ リカ 〉

権 限委譲.基 準の効力保証

(ASR第150号)

SEC

FASB

公表

基準の効力 会計基準

られている。その基準は 「実質的に権威ある支持」 を有するとされ,FASB

が基準を設定すれば,そ れそのものが拘束力を持つ ものとなる。SECは,基

準設定に対 して影響力を保持 しているとはいうものの,基 本姿勢としては基準

設定業務を全面的にFASBに 委任 していると言え,民 問主体による自律的な

基準設定がなされていると考えられる。このことから,ア メリカの会計規制は,

設定主体中心型であるといえるであろう。

以上のような両国における基準設定主体 と上位機関との関係をまとめると,

第1図 のようになるであろう。

このように,ド イツとアメリカの基準設定主体の法的位置づけには違いが見

られる、,かかる相違の1つ の要因としては,両 国の基準設定主体設立にいたる
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国内 的,国 際 的 情 勢 が か か わ っ て い る と考 え られ る
、,次は この点 につ い て検 討

した い 。

2設 立経緯の影響

ドイッおよびアメリカにおいて,現 在の基準設定主体が設立されることと

なったのには,そ れぞれの国内外の事情がある。アメリカの場合.FASBは.

APBの 失敗を教訓 として設立されたという国内事情がある
、具体的には,会

計の政治化によるAPB崩 壊の反省をもとに,設 立されたのである。

政治化の具体的な例 としては,投 資税額控除の会計問題が挙げられる。投資

税額控除の会計処理 として,APBは 当初.APBオ ピニオンにおいて繰延法を

採用 していたが,税 額控除法を主張する産業界のロビイングに遭い
,結 局,両

方法を認めるや り方に 変更せざるをえなかった(新 井 「1982]31-32ペ ー ジ)
。

この投資税額控除の問題はその後,APBの 崩壊を決定づ ける大きな要因と

なった(大 石[2000]67ペ ージ)。その結果 ,FASBは ロビイングによる影響

を受けないようにするため,独 立性を重視 した位置づげを与えられていると考

えられる㌔ このことは必ず しも上位機関であるSECか らの独立を意味する

もの で は な い と して も,ア メ リ カ公 認 会 計 士 協 会(AICPA)と は別 個 の組 織

と な り,審 議 会 メ ンバ ー も基 準 設 定 に専 念 す る体 制 が と られ た こ とで
,よ り 自

律 性 の強 化 が す す め られ た もの と考 え られ る,、

他方.ド イ ッの場 合,国 際 会計 基 準 委 員 会(111temationalAccoしmtingStan .

dardsCommittee,以 下 ,1ASCと 記 す)が,各 国 基 準 設 定 主 体 と の連 携 を 強

め る方 針 を打 ち 出 した とい う国外 事 情 へ の 対 応 と して
,DRSCを 設 立 した と

い う経 緯 が あ る。 国 際 的 には ,プ ライベ ー1・ ・セ ク ター の 基準 設 定主 体 に よ り

4)APBは ア メ リカ公認会計士協 会(AICPA)の 中の組織であ ったが,FASBはAICPAと は
別個の組織 として設 立され た・・また・APBの メ ンバーはA亘CPAの 会 員のみか ら構成 され てい

た(S・1。…s[1986]P・27)が ・FASBの メンバー は,フ ル タイム・礫 務 に1肺 し.以 前 に所
属 していた組織 との関係 を絶つ ことを求められてお り,メ ンバー構成の面で も独立性 の確保が図
;うれている,,,
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基準設定を行 うという規制方式が多 くの国で行われていることを考慮 し,ド イ

ッで もプライベー ト・セクターの基準設定主体設立に至 ったのである。国内事

情による必要性 もあったと思われるが,プ ライベー ト・セクターの基準設定主

体の設立には,会 計基準の統一化をめ ぐる国際晴勢への対応とい う側面が強

かったといえるコ1。それは,連 邦議会の印刷物に記されている以 ドの記述か ら

もうかがわれる61。

「会計の領域 においては基準設定による規制が国際的慣行 となっている。一

般に,基 準設定者は民間により担われている。その例 としては,ア メリカ合衆

国におげる財務会計基準審議会(FASB)お よび国際会計基準委員会(IASC)

をあげることがで きよう。国内基準設定者がないために国際的基準設定過程,

とくにIASCの 作業に対 して.ド イッが不十分にしか影響力を行使すること

がで きないと非難されることが,近 年多くなっている。さらに,IASC自 体が,

国内基準設定委員会との協力の強化を明白に企図する新構想を提示 した。こう

した理由によりドイッに会計委員会を迅速に設置することがぜひとも必要であ

る。」(Blmdestag[1998]S.24-25)

ここからもわかるとお り,DRSCは,会 計基準の国際的統一化の動 きが進

むとともに,基 準設定方式をも国際的な標準 と合わせなければならないという

必要性に迫られ,ド イッの国家的な間題として議論された結果,設 立されたの

である。かかる経緯により,ア メリカと比べると,基 準設定主体に対する国家

のコミットメントは強いといえよう。

5)DRSC設 立の根拠 とな ったK・nTraGlよ.も ともと,ド イ ッ企業 の破綻 を契機 として.そ れ

への監督強化 を目的 と して制定 された1無 田 ・ラフ ィデナ1』ヴ[1998〕71ペ ー ジ)・当該法律 の

審議過程 において,民 間基準設定主体の設立は当初,草 案 にも盛 り込 まれていなか った(黒 田 ・

ラフィデナ リヴ 「1998171ペ ー ジ,古 市 『1999]146ペ ー ジ)、それに もかかわ らず,基 準設 定機

関設置の規定か急遽.法 案に盛 り込 まれたのは,1ASCが 基準設定機関 との連携 を打 ち出 した こ

とが背景 に凌)った と思われる(古 市 【1999]146ペ ージ)、

6)以 下の訳の多 くは,黒 田 ・ラフ ィデナ ワヴ 「1998]71ベ ー ジを参考 に してい る。
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3小 括

本章で1よ ドイッおよびアメリカの基準設定主体の法的位置づけを上位機関

との関係から検討 した。その結果,ド イッおよびアメリカの基準設定主体は,

両国の国際的,国 内的情勢も作用 し.そ れぞれ上位機関中心型.設 定主体中、O、

型 という特徴を有 していることがわかった。

かかる2つ の型は,た しかに両国に特徴的に見 られる区別にはちがいないで

あろう。しかし,視 点を変え,正 統性の付与 という見地から考えれば,両 国の

基準設定主体の位置づけについて,ま たこれとは異なった解釈が可能 となると

思われる。これについて,次 章で検討することにしたい。

IIIド イツ,ア メリカの基準設定主体の正統性

本章では ドイッおよびアメリカの基準設定主体が正統性をそなえているかに

ついて考察する、,正統性とは何であるかについては,拙 稿[20031に おいて検

討を行 った。そこでは,MWeberの 合法的支配の所説 を基礎として,以 下の

ように正統性 を定義づけた。すなわち.正 統性 とは 「その社会を形成 している

秩序に適合 した形である業務を行う任務を与えられ,な んらかの決定を行 う主

体としての存在に関し,当 然のものとして認められる可能性を有 しているこ

と」(拙 稿[2003]31ペ ージ)で ある、,

ここからは,第1に ,社 会を形成 している秩序がどのようなものであるかと

いうこと,第2に 、その秩序に適合 した形で業務を行 う任務を与えられている

のかどうかということの2つ が検討すべ き問題 となる。そこで,以 ドではこれ

らの点について考察する、、

1秩 序形成の形態

まず.ド イッでは伝統的に法律によって,政 府主導の会計規制が行われてき

た。 ドイッでは,会 計基準の決定は。伝統的に会計専門家が取 り扱う専門技術

的な問題ではなく,広 く社会的に影響力のある政策上の決定と考えられ,立 法
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の プ ロ セ ス を経 て な さ れ る もの で あ った(Or(lelheidean(lPfaff[1994]p.82)。

会 計 規 則 は,商 法 に よ っ て 規 定 さ れ,議 会 に よ る 承 認 が 必 要 で あ っ た

(Ordelheide[1999]P,99)。

他 方,ア メ リカで は,会 計 規 制 は 杜会 に おい て 慣 習 と して行 わ れ て きた手 続

を 一 般 に 認 め ら れ た 会 計 原 則(GenerallyAccepte〔lAccountingPrinciples:

GAAP)と して 集 成 し,こ れ に よ って 会 計 計 算 の あ り方 を 規 定 す る方 式 が と

られ て きた 。 そ して,か か る 会計 原 則 の形 成 は民 問 会計 上 団 体 に よ っ て行 わ れ

て きた。 前 述 した よ うに,こ う した 原 則 がSECに よ って 「実 質 的 に権 威 あ る

支持 」 を有 す る もの とされ た こ とに よ り,会 計 士 団 体 が 会計 原則 を形 成す る と

い う方式 が確 立 した7㌧

以 上 よ り,会 計 規 制 に お け る秩 序 形 成 は,ド イ ッで は法 律 に よ り,ア メ リカ

で は慣 習 に よ りな さ れ て い る こ とが 確 認 され る。 次 に検 討 す べ き は,各 基 準 設

定 主体 が,そ れ ぞ れ の 国 内 の秩 序形 態 に適 合 して 基 準 設定 業 務 を 行 う任 務 を与

え られ て い るか ど うか とい う こ とで あ る。

2秩 序形態への適合

拙 稿[2003]で は 。 ドイ ッのDRSCの 正統 性 につ い て 検 討 した 。 そ の結 果,

ドイ ッで は法 律 上 の 根 拠 を も って ドイ ッ連 邦 法 務 省 に基 準 設 定 権 限が 与 え られ 、

さ ら に法 務 省 か らDRSCへ の権 限委 譲 が な さ れ る こ とに よ り,DRSCは 法 律

の枠 組 み に矛 盾 しな い位 置 づ け を与 え られ,正 統 な基 準 設 定 主 体 た る地位 を付

与 され て い る こ とが わ か った81。で は,ア メ リカのFASBに つ い て は.ど うで

あ ろ うか 、,

ま ず,1933年 証 券 法 お よ び1934年 証 券 取 引 法 に よ っ てSECが 設 立 さ れ,

SECに 会計 規 則 の 設 定 権 限 が与 え られ て い る。1933年 証 券 法 の 第19条(a)で は,

7)藩 守[2002」 第2章 では,連 邦取 引委 員会(FT(⊃ 〉ない しSECに よって行わ れる公的統制 と,

会計士業界の志 向す る自主規制 による私的統制 との対立の構図 を軸 に,公 的統制を回避する手段

と してGAAPの 方式がつ くり上げられてきた過程が歴史的に詳細 に述べ られ てい る、

8)こ の点 に関 しては.拙 稿[2003]3740ベ ー ジを参照されたい。
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証 券 の 登 録 や そ の他 提 出 され るべ き書 類 につ い て の規 則 を定 め る権 限 をSEC

が 有 す る こ とが 規 定 され て い る(J・hnsonan(lSolomons[1984]PI,
,176-177)。

これ に よ り,議 会 か らSECへ の 権 限 委 譲 が な され て い る と考 え られ る
。、さ ら

に,SECは,ASR第150号 に よ り
,FASBの 設 定 す る基 準 が 「実 質 的 に 権 威

あ る支 持 」 を もつ もの と した 。ASRは
,SECが 財 務 情 報 の 作 成 ・開 示 に つ い

て定 め る レギ ュ レー シ ョ ンS-Xの 公 表 趣 旨 や 運 用 方 針 等 を 示 す もの で
,レ

ギ ュ レー シ ョ ンS-Xと 同 等 の 効 力 を 有 す る もの と み な さ れ て い る(新 井

[1982]109ペ ー ジ)た め,こ のASR第150号 の 公 表 を も っ て
,議 会 か ら

SEC,SECか らFASBへ の権 限委 譲が な され ,FASBの 設 定 す る会 計 基 準 が

GAAPと して の 効 力 を持 つ こ とが 法 制 度 上 ,明 確 に定 め られ て い ると 考 え ら

れ る。

ま た,民 間 主 体 に よ る私 的統 制 と して会 計 基準 を設 定 す る以 上
,当 該 基 準 の

規 範 性 を確 保 す るた め に は,一 般 的 承 認 性 によ る公 的性 格 が 付 与 され な けれ ば

な ら な い(津 守[2002]64ペ ー ジ〉。 一 般 的 承 認 性 を 得 るた め に は
,会 計 基 準

が特 定 の利 害 関係 者 のみ の 影響 を受 け る もので あ って は な らな い で あ ろ う
。 そ

の た め に,1つ に は,第H章 で も述 べ た よ う に,FASB設 立 時 に は,独 立 性

の確 保 が 図 られ た 。 も う1つ に は,会 計 基 準 の審 議 過 程 に あ る草 案 等 を公 開 し,

利 害 関係 者 に 意 見 を述 べ る機 会 を与 え る デ ュー ・プ ロ セ スの 手 続 き に よ って
、

最 終 的 に 発行 され た基 準 が 一 般 に受 け 入れ られ る可 能 性 を高 め る対 策 が な さ れ

て い る こ とが あ げ られ る駐'。

以 上 にみ る よ う に,ア メ リ カ にお い て,FASBは 慣 習 に よ る秩 序 形 成 と い

う形 態 に適 合 した形 で基 準 設 定 を行 う任 務 を与 え られ て い る とみ なす こ とが で

きる と思 わ れ る、,

これ らの こ とか ら,ド イ ッ にお い て も
,ア メ リカ にお い て も,基 準 設 定 主 体

9)ド イツに もデュー ・プロセ スはあるが((1)ldelheide[2001]p .13"7),こ れが アメリカの
デュー ・ブロセスを模範としたものであることは容易に想像できる,ア メリカにおいて、発行さ
れる基準の一般 的承認可能性を高めるためにデュー ・プロセスという方式がとられていたことは

,アメリカの秩序形成
のあり方をふまえた対策として淫目してよいであろう,,
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に関しては,そ れぞれの社会において正統性を得 られるような位置づけが与え

られていると判断することがで きるであろう。

lVド イツとアメリカの共通性

ここまで,ド イッおよびアメリカにおける基準設定主体が、その国の会計規

制 システムの中でどのような位置づけを有 しているのかについて,検 討を行っ

てきた。

第H章 で見たような,」亡位機関および設立経緯から両国の基準設定主体のも

つ特徴をみてみると,ド イツの基準設定は上位機関中心型であ り,ア メリカの

基準設定は設定主体中心型であるという特徴が見られた。その意味では ドイツ

のDRSC,ア メリカのFASBと もにブライベー ト・セクターの機関であると

はいっても,互 いに異なる特徴を有しているといえよう。

しか し.第 皿章に見たような,正 統性の観点か ら考察すれば,ま たちがった

側面をうかがうことができる。すなわち,ド イツにおいては法律による秩序形

成という形態に適合 し,法 律上の根拠をもってDRSCの 任務が定められるこ

とにより,DRSCに 正統な基準設定主体たる地位が付与されていた。他方,

アメリカでは,慣 習 による秩序形成 という形態に適合し,FASBの 基準には

「実質的に権威ある支持」が与えられ,同 時に,独 立性の確保,デ ュー ・プロ

セスの実施がおこなわれることにより,FASBに 正統な基準設定主体たる地

位が付与されていたのである。

以上の考察から,以 下の二点が重要な知見として導き出されると思われる。

第一に,ド イッとアメリカでは,基 準設定主体に正統性が与えられているとい

う点で共通点があるということである、・民間の基準設定主体をめぐって,ド イ

ッでは上位機関中心型,ア メリカでは設定主体中心型という規制方式がとられ

ている点で両国には違いが見 られる。 しか し.正 統性の観点か らすれば,

DRSCは 法律による秩序形成への適合,FASBは 慣習による秩序形成への適

合がなされ,正 統性が与えられているという点では同じである。第1図 によっ
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て表 現 され る よ うな 上位 機 関 中心 型
,設 定主 体 中心 型 とい う位 置 づ けの違 い は ,

両 国 の秩 序 形 態 の違 いか ら引 き起 こされ る
,形 の上 で の 違 い で あ って,そ の背

後 に は,正 統 性 の付 与 とい う共 通 の行 動 様 式 が横 た わ って い る ので あ る
。

これ は,次 の事 実 を 見 て も経 験 的 に認 識 さ れ る こ とで あ る
。 た とえ ば ドイ ツ

で は,第H章 で もみ た よ う に、 国際 的 に民 間 主 体 に よ る会計 基準 設 定が 主 流 と

な って い る こ とに対 応 して基 準 設 定 主 体 を設 立 した に もか か わ らず
,法 規 則 に

よ って.政 府 機 関 の 一部 で あ るか の よ うな 位 置 づ け とな っ て い る
,、また,ア メ

リカで も,会 計 の政 治化 に よ って 基準 設定 主 体 の あ り方 が 問 題 とな
った と き,

基 準 設 定 へ の バ ブ リ ック ・セ ク ター の介 入 も考 え られ たが
,結 局 はSECが

FASBの 権 限 を認 め る 形 で 民 間 に よ る私 的 規 制 とい う方 式 が 守 られ た の で あ

る11"【レ

第 二 に,ド イ ッに お い て もア メ リ カに お い て も,法 律 に よ る権威 の裏 付 け が

重 要性 を有 して い る とい う こ とで あ る。 ドイ ッで は 商 法 に よ り
,ア メ リカで は

連邦 証 券 二 法 とASRに よ り,基 準 設 定 主 体 の 正 統 性 に対 して 法 的 な裏 付 けが

な され てい る。 こ こで注 目す べ きは,ド イ ッに比 べ 慣 習 に 重点 のあ る ア メ リカ

で も.法 的裏 付 け が な され てい る とい う点で あ る
。 い や む しろ,慣 習 に 重 点 が

あ るが ゆ え に.法 律 の役 割 が 重 要 に な っ て くる と考 え られ る
。

第 皿 章 の 注 に お い て も述 べ た よ う に,ア メ リ カ で は,連 邦 取 引 委 員 会

(FTC)な い しSECに よ って 行 わ れ る公 的統 制 と.会 計 士 業 界 の 志 向す る 自

主規 制 に よ る 私 的 統 制 との 対 立 の歴 史 が あ っ た 。 この対 立 はSECがASR第

4号 によ り民 間基 準 設 定 主 体 に会計 原 則 の設 定 権 限 を委 譲 す る こ とを通 じて解

決 に至 っ たが,私 的 統 制 と して 会計 規 制 を行 うが ゆ えに ,会 計 基 準 の規 範 性 を

確 保 す る ため に は,一一般 的 承認 性 に よ る公 的 性格 が付 与 さ れ な けれ ば な ら ない

10)津 守 「2002]によれば,会 計の政治化を背景として,バ ブリック ・セクターによる直接的な会

計規制の可能性が浮上した。FASBの 設立は,バ ブリック ・セクタニのかかる動向に対するプ
ライベー トーセクター側の自主防衛策とし'(の意味を持つ ものであ凝(津 ・、〕τ[20021377.379
ぺ一ジ)・また・パプリック・セクターによる規制の可能性があったとはいえ,SECは,資 金や専門的知識

の不足などから泊 らカ1会計聯 の設定を行 うことには評醐 的だったようであるぐ
S・1・m・ns[1986]P。28〉.
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(津守[2002]64ペ ージ)。そのためには,民 問主体によって設定される基準が

「実質的に権威ある支持」を有するという,公 的文書による保証が必要である

と考えられるのである、)

したがって,成 文法による基準とは対極に位置すると考えられがちな,慣 習

による基準を基礎とした規制制度をもつアメリカで も,法 律の役割は重要であ

るといえようQ

Vお わ り に

本稿では,異 なる国々で,新 しい基準設定主体の設立が既存の規制システム

の中で どのように受け入れられ,ま た当該基準設定主体にどのような位置づけ

が与えられるのかについて,ド イッとアメリカの比較 によ輌検討を行った。

その結果,ド イッとアメリカでは.プ ライベー ト・セクターの基準設定主体

をめ ぐって,一 方で ヒ位機関中心型,設 定主体中心型という違いが見られるも

のの,他 方では,正 統性の付与 と,権 威の法的裏付けという点において,共 通

点が見られた。フランコ ・ジャーマン,ア ングロ ・アメリカンという範疇で区

別されることの多い ドイッとアメリカであるが,基 準設定主体の位置づけにつ

いては.同 様の行動様式が観察されたのである。

このことは何を意味するのであろうか。少なくとも,本 稿の検討から言える

ことは,基 準の設定,施 行を有効かつ円滑なものにするためには,法 的裏付 け

に基づ く,基 準設定主体への正統性の付与が重要であると考えられるとい うこ

とである。

会計基準の国際的統一化の展開は,企 業活動に影響を及ぼすものであ り,各

国はそれへの対応から,自 国の規制方式の変更も場合により考慮 しなければな

らない。 しかし,国 内の秩序形態は国によって様々であ り,制 度の変更のさい

には,そ れぞれの国において,新 しい仕組みが有効に機能しうるよう,注 意を

払うことが必要である。そのとき,本 稿の考察よりえられた,法 的裏付け,正

統性付与といった要素は,検 討すべき要件のひとつ となりうると考えられる。
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